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議案第３１号 

 

   令和元年度大東市一般会計補正予算（第１次）について 

 

 令和元年度大東市の一般会計の補正予算（第１次）は、次に定めるところによる。  

（元号の表示） 

第１条 平成３１年度大東市一般会計予算全体における元号の表示について、「令和」に

統一する。 

（歳入歳出予算の補正） 

第２条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ２６，７８４千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ ４５，７７１，３３３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳 

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  

  

   令和元年５月１３日提出    

                              

大東市長  東 坂  浩 一 
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議案第３２号 

 

   大東市市税条例の一部を改正する条例について 

 

 大東市市税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和元年５月１３日提出 

 

                   大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）の一部が、令和元年６月１

日から施行されることに伴い、所要の改正を行うため。 
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大東市市税条例の一部を改正する条例（案） 

    

令和  年  月  日   

条 例 第   号   

 

大東市市税条例（平成３年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 

第３４条の７第１項中「においては、法第３１４条の７第１項」を「には、同項」に、

「同項第１号に掲げる寄附金」を「同条第２項に規定する特例控除対象寄附金」に改め、

同条第２項中「第３１４条の７第２項」を「第３１４条の７第１１項」に改める。 

付則第７条の４中「第３１４条の７第２項第２号」を「第３１４条の７第１１項第２

号」に改める。 

付則第９条の前の見出し中「寄附金控除額」を「寄附金税額控除」に改め、同条第１項

中「によって」を「により」に、「第３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金」を「第

３１４条の７第２項に規定する特例控除対象寄附金」に、「地方団体に対する寄附金」を

「特例控除対象寄附金」に、「地方団体の長」を「都道府県の知事または市町村もしくは

特別区の長（次項および第３項において「都道府県知事等」という。）」に改め、同条第

２項および第３項中「地方団体の長」を「都道府県知事等」に改める。 

付則第９条の２中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「におい

ては」を「には」に改める。 

 

付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和元年６月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の大東市市税条例（以下 

「新条例」という。）第３４条の７ならびに付則第７条の４および第９条の２の規定

は、令和２年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人

の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３４条の７第１項および付則第９条の２の規定の適用については、令和２年
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度分の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第３４条の７第１項 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金または同条第１項

第１号に掲げる寄附金（令和元年６月

１日前に支出したものに限る。） 

付則第９条の２ 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金または法第３１４

条の７第１項第１号に掲げる寄附金

（令和元年６月１日前に支出したもの

に限る。） 

送付 送付または大東市市税条例の一部を改

正する条例（令和元年条例第 号）付

則第２条第３項の規定によりなお従前

の例によることとされる同条例の規定

による改正前の大東市市税条例付則第

９条第３項の規定による同条第１項に

規定する申告特例通知書の送付 

３ 新条例付則第９条第１項から第３項までの規定は、市民税の所得割の納税義務者がこ

の条例の施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第

２号。以下この項において「改正法」という。）第１条の規定による改正後の地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の７第２項に規定する特例控除対象寄附金に

ついて適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した改正法第１条の規定に

よる改正前の地方税法第３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金については、なお従

前の例による。 

 


